様式第１号


入札参加資格確認書

公益財団法人鳥取県文化振興財団
理事長　山本　仁志　様

案件名称：鳥取県立倉吉未来中心で使用する電気の供給
１　当社は、地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者です。

２　当社は、令和６年鳥取県告示第５０７号（物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について）に基づく競争入札参加資格（以下「競争入札参加資格」という。）を有するとともに、その業種区分がその他の委託等のその他に登録され、かつ、その営業内容に電力供給又はそれに類する業務を含んでいる者であります。

３　当社は、令和８年１月２０日（火）から本書提出日のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成７年７月17日付出第157号）第３条第１項の規定による指名停止措置を受けていません。
また、令和８年２月９日（月）（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）までに指名停止措置を受けた場合には、入札参加資格を無効とされても異議を申し立てません。

４　当社は、令和８年１月２０日（火）から本書提出日までの間のいずれの日においても、会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者ではありません。

また、令和８年２月９日（月）（再度入札を行う場合にあっては、再度入札の開札日）までに更生手続開始の申立てが行われた場合、又は再生手続開始の申立てが行われた場合には、入札参加資格を無効とされても異議を申し立てません。

５　当社は、電気事業法（昭和39年法律第170号）第２条の２の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者です。それを証するものは別添のとおりです。
　
６　当社は、鳥取県電力の調達に係る環境配慮方針（平成28年12月14日付第201600115735号）第５条に定める入札参加資格要件を満たしている者です。それを証するものは別添のとおりです。
７　当社は、鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所（以下「県内事業所」という。）を有しており、かつその事業所に従業員が常駐しているものです。それを証するものは別添のとおりです。
８　当社は、令和８年４月１日（水）において、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２条第１項第７号の２に規定する適格請求書発行事業者（第５７条の２第１項の規定による登録を受けた事業者をいう。）の登録を受けている者です。
上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和　　　年　　　月　　　日


住所

商号又は名称


代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　(作成担当者)

　　　　　　　　　　　　　　　所属・職・氏名

　　　　　　　　　　　　　　　電話番号

　　　　　　　　　　　　　　　ファクシミリ

　　　　　　　　　　　　　　　電子メールアドレス

